
『家庭保存版』

Ｒ４．６. ８
名古屋市立 葵 小学校

令和４年度「警報」「避難指示、緊急安全確保、特別警報」発表時
南海トラフ地震臨時情報発表時及び震度５以上の大地震発生時の対応について

※ 表中の「メール」は「なごやっ子あんしんメール」のことを指します。「なごやっ子あんしんメール」に登録
されていない方は、登録をお願いいたします。

１ 警報が発表された場合の対応
「名古屋市」、「愛知県」、「愛知県西部」、「尾張東部」

暴風警報、暴風雪警報 大雨警報、洪水警報、
高潮警報、大雪警報

午前６時現在、または、 午前中の授業等は中止。
登校前に発表された場合 〈登校前に発表された場合〉

特別に学校から指示がなけ
登校中に発表された場合 メール配信して下校を知らせ、職員が登校 れば、平常通り授業を実施。

中の児童を帰宅させる。

在校時に、発表された場合 ・ 授業を中止し、通学路の安全を確認の上、 〈登校後に発表された場合〉
保護者の引き取りにより速やかに下校。 原則として、授業を続ける。

・ 警報発表の時刻等により、給食を食べず 安全確認の後、授業を中止
に保護者引き取りによる下校とする場合も して保護者引き取りによる下
ある。留守の場合は、家庭と連絡がとれる 校とする場合がある。留守の
まで学校で待機。 場合、家庭との連絡がとれる

まで学校に待機。
午前６時から午前11時まで ・ 午後１時に分団集合地に集まる。

に解除された場合 ・ 午後１時15分までに、午後の授業等の用
意を持って分団登校。（給食はありません） 【特別警報については、「２あ

ずま中学校ブロックに避難指示
午前11時現在、 午後の授業等も中止。 緊急安全確保が発表された場合」

発表中の場合 に準じる】

※１ 台風の接近に伴い、前日に休校の措置を決定する必要が生じた場合には、上記、暴風警報発表時の対応とは別に、
教育委員会として全市立学校の休校を決定します。

※２ 【教育委員会として、前日に休校の措置を決定した場合の連絡方法】
① 授業のある日に決定する場合は、学校からの「お知らせ文書」で保護者に周知をします。さらに、「なごやっ子あ
んしんメール」に登録されている方には、午前１２時までに教育委員会から通知のメールが送られます。

① 土日祝日に決定する場合は、「なごやっ子あんしんメール」に登録されている方には、午前１２時までに教育委員
会から通知のメールが送られます。

２ あずま中学校ブロックに避難指示、緊急安全確保
が発表された場合の対応

名 古 屋 市 内 に特別警報[大雨（浸水害・土砂災害）、暴風、高潮、波浪、暴風雪]

勧告、指示、特別警報の発表状況 対 応

午前６時現在、または、登
校前に避難指示、緊急安全確 午前中の授業等は中止。
保、特別警報発表中の場合

登校後に、 ・ 授業を中止し、児童は学校に待機。
避難指示、緊急安全確保、 ・ 学校からメール等で保護者または代理の方に迎えを依頼する連絡をす
特別警報が発表された場合 る。

気象状況、地域の安全等を十分確認し合った上で、学校が避難所にな
っている場合、お迎えの後、そのまま避難所にとどまることも可能。

登
校 登校後の待機中に、 ・ 通常の下校時刻前の場合、以下の３通りの下校方法のいずれかを決め、
後 避難指示、緊急安全確保、 メール等で下校時間と方法を伝える。
特別警報が解除された場合 ア 学級・学年別小集団での下校。 イ 通学分団での下校。

ウ 教職員が引率する通学分団での下校。
・ 通常の下校時刻後の場合、学校からメール等で保護者または、代理の
方に迎えを依頼する連絡をし、担任が確認の上引き渡す。
家庭との連絡がとれない時は、学校で待機。

・ 翌日の下校が懸念される場合、前日に下校調査用紙を配付。

午前６時から午前 11時まで 午後１時に分団集合地に集まり、午後１時15分までに、午後の授業等の
に避難指示、緊急安全確保、 用意を持って分団登校。（給食はありません）
特別警報が解除された場合

午前11時現在、 午後の授業等も中止。
避難指示、緊急安全確保、特
別警報が発表中の場合

【世帯数配布】



【世帯数配布】

３ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応
発災時の状況 対 応

➀在宅時の場合 ・ 学校から連絡がない限り、通常通り登校する。

②登校途中 ・ 原則としてそのまま登校する。その後については、「③在校時」に準じた対応をする。

③在校時の場合 ・ 情報が発表されたことを児童・保護者に知らせる。
・ すぐに被害の発生が想定される場合は､児童を安全な場所に避難させ､保護者に状況を伝
える。

・ 状況によっては､学校からメール等で保護者または、代理の方に迎えを依頼する連絡をし、
担任が確認の上引き渡す。

④下校途中 ・ そのまま下校し、その後については「➀在宅時」に準じた対応をする。

４ 震度５強以上の大地震が発生した場合

発災時の状況 対 応

➀在宅時の場合 ・ 自宅待機。各ご家庭の判断で、必要に応じて、避難所に避難をする。
・ 翌日以降、学校から連絡があるまで臨時休業日。

②登校途中 ・ 原則としてそのまま登校する。その後については、「③在校時」に準じた対応をする。

③在校時の場合 ・ 授業を中止し、児童は学校に待機。
・ メール等は使えない可能性があるので、保護者または、代理の方が直接学校に迎えに来
る。担任が確認の上引き渡す。

【運動場に避難している場合】
＜並び順＞ ・ 翌日以降、学校から連絡が

号令台 あるまで臨時休業日。
３年 ４年 ６年 ５年 ２年 １年 わかば
●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●
２１ ２１ ２１ ２１ ２１ ３２１ ２１
組組 組組 組組 組組 組組 組組組 組組

※兄弟姉妹のいる場合は、上の学年から引き取りをお願いします。

・ 震度５強以上の大地震が発生した場合、葵小体育館が避難所になっているので、避難所
に待機させ、保護者または代理の方のお迎えの後、そのまま避難所にとどまることも可能。

④下校途中 ・ そのまま下校し、その後については「➀在宅時」に準じた対応をする。

５ わが家の避難場所（家族がバラバラになったときなど）

＜緊急連絡先や避難場所などを書いておいてください＞

・ 葵 小学校 ９３６－０１０１ ・ 東警察 ９３６－０１１０ ・ 救急医療センター
・ あずま中学校 ９３５－８９６３ ・ 東消防署 ９３５－０１１９ ２６３－１１３３
・ 筒井 小学校 ９３５－２９３１ ・ 東区役所 ９３５－２２７１

※ この『家庭保存版』は、葵小学校ホームページにも掲載されています。ご活用ください。
※ 緊急時（通常と違う対応をとる場合等）は、「なごやっ子あんしんメール」の一斉配信を実施します。
※ 迎えに来ていただく際は、充分な安全確認の上でお願いいたします。

＜よく分かるところに掲示したり、保存したりしておいてください＞


